
３ こどもの成長「この時期は・・・」 

乳乳・・幼幼児児前前期期のの保保護護者者にに向向けけてて応応援援メメッッセセーージジ  

子育て・家庭教育は，胎児期から始まっています。この時期は,家族のふれあいを通し
て，愛情に支えられた豊かな人間性・社会性を育むことが大切です。 

 

                    

  乳・幼児期 
  （０～６歳） 

小学校期 
  （７～12 歳） 

  中学校期 
  （13～15 歳） 

高 校 期 
（16～18 歳） 

○ 無条件に自分を愛し保護する存在として，親を信頼する。
○ 周囲への好奇心が芽生える。
○ 少しずつ親から離れ，他者と関わる。
○ 基本的生活習慣の基礎が身に付く。

安安心心ででききるる親親子子関関係係のの構構築築  

☆ 妊妊娠娠中中はは，，おお腹腹ををささわわりりななががらら赤赤ちちゃゃんんにに話話ししかかけけるるののももオオスススス
メメでですす。

☆ １１歳歳くくららいいままでではは，，赤赤ちちゃゃんんのの望望んんだだここととははすすべべててかかななええててああげげ
ててもも，，そそれれはは甘甘ややかかすすここととににははななりりまませせんん。
・ 十分なスキンシップ（おんぶ，抱っこ，頬ずり等）を取りましょう。
・ 親（保護者）が，こどもの顔を見て温かく見守りましょう。

☆ 身身のの回回りりののここととををここどどもも自自身身ががややりり遂遂げげるるここととががででききるる実実感感をを体体
得得ささせせままししょょうう。
・ 生活リズム（早寝早起き朝ごはん）をつくり，体を動かしましょう。
・ 一人でトイレができるようにしましょう。
・ 上手に叱り，具体的にほめましょう。

☆ 親親（（保保護護者者））ととししててここどどももとと一一緒緒にに育育っってていいききままししょょうう。
・ ゆったりとした気持ちで，スキンシップを十分とり乳幼児期の子育てを楽
しみましょう。

・ 市町村での健康診査を必ず受診し，医師・保健師・助産師さんなどに相談
しましょう。（１歳６か月児，３歳児健診は必ず受診を）

☆ ２２歳歳ままでではは，，ススママホホ・・ネネッットト等等ははででききるるだだけけ控控ええままししょょうう。
・ 目の発達に配慮し，１回の視聴時間はできるだけ短くすることをオススメ
します。
（※ ベネッセ教育総合研究所サイト「小さな子どもとメディアより」を参考） 

保保護護者者のの関関わわりりはは？？  

親（保護者）だけで，赤ちゃんの要望を全てかなえるのはとて
も大変です。周囲のお手伝いをもらいながら，ストレス発散やリ
ラックスできる時間を確保できるといいですね。周囲に手伝って
くれる人がいない方は，「６ 保護者の学ぶ場」をご覧ください。 

３ こどもの成長「この時期は・・・」 

 

 

 
 

 
 

  
乳乳・・幼幼児児後後期期のの保保護護者者にに向向けけてて応応援援メメッッセセーージジ  

 
 
 

 
 
この時期は，遊びや生活の中でほめたり認めたりしながら，社会性を育むことが大切

です。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 

幼児期の終わりまでに育って欲しい姿  
① 健康な心と体          ② 自立心          ③ 協同性  
④ 道徳性・規範意識の芽生え  ⑤ 社会生活との関わり ⑥ 思考力の芽生え  
⑦ 自然との関わり・生命尊重  ⑧ 数量や図形，標識や文字などへの関心・感覚  
⑨ 言葉による伝え合い        ⑩ 豊かな感性と表現 
「一人一人のよさを未来へつなぐ-学校教育のはじまりとしての幼稚園教育-」より（文部科学省ＨＰ）              

  

○ 集団遊びができるようになり，対人関係能力や秩序感覚が身に付
き始める。 

○ 善悪の判断基準が形成され始めるとともに，良心が芽生える。 
○ 対人関係が保たれるようになり，他者への思いやりをもつことが
できる。 

○ 自然や生き物に興味をもつようになる。 
○ 基本的な生活習慣が身に付いてくる。 

自自発発性性にに芽芽生生ええるる  

 
☆ 社社会会的的ななルルーールルをを身身にに付付けけささせせるるたためめのの基基本本的的ななししつつけけををししまましし
ょょうう。 
・ 家庭，社会のルールを教え，守らせる。 
・ あいさつ，お手伝い，片付け等を親子で実践する。 
・ 小学校入学に向けて，生活のリズムを整える。 

☆ ややるる気気をを育育ててままししょょうう。 
・ 親（保護者）が手本を示す。  ・ 笑顔でほめる，認める。 

☆ ここどどもものの自自発発性性をを伸伸ばばししままししょょうう。 
・ 「自分でする」習慣を身に付けさせる。 ・ こどもの話を十分に聞く。 

☆ 親親（（保保護護者者））ももネネッットト・・ススママホホ等等のの安安全全性性ににつついいてて知知りりままししょょうう。 
・ こどもの写真や動画をＳＮＳにアップするときは注意が必要です。（犯罪 

被害防止，個人情報や肖像権について） 
（※ こども家庭庁 スマホ・ネットのある時代の子育て 乳幼児編より）） 

  乳・幼児期 
  （０～６歳） 

 

  小学校期 
  （７～12 歳） 

 

  中学校期 
  （13～15 歳） 

 

高 校 期 
（16～18 歳） 

 

保保護護者者のの関関わわりりはは？？  

できることもたくさん増えてきたのでは？でも，戸惑うことも
ありますよね。そんな時は，園の先生等に相談しましょう。（発
育・発達，療育について） 
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